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平 成 20 年 分 の 相 続 税 の 申 告 事 績 に つ い て  

 

 平 成 2 0 年 中 (平 成 2 0 年 1 月 1 日 ～ 平 成 2 0 年 1 2 月 3 1 日 )

に 亡 く な っ た 人 (被 相 続 人 )か ら 、相 続 や 遺 贈 な ど に よ り 財 産

を 取 得 し た 人 に 係 る 申 告 事 績 (平 成 2 1 年 1 0 月 3 1 日 ま で に 提

出 さ れ た 申 告 書 (株 式 等 納 税 猶 予 の 特 例 の 創 設 に 伴 い 申 告 期

限 が 平 成 2 2 年 2 月 1 日 ま で 延 長 さ れ て い る 者 に つ い て は 、

同 日 ま で に 提 出 さ れ た 申 告 書 を 含 む 。 )で 相 続 税 額 の あ る も

の )の 概 要 は 次 の と お り で す 。  

○  被 相 続 人 数 は 約 1 1 4 万 人 (対 前 年 比 1 0 3 . 1％ )、 こ の う ち

相 続 税 の 課 税 対 象 と な っ た 被 相 続 人 数 は 約 4 万 8 千 人 (同

1 0 2 . 5％ )で す 。  

 課 税 割 合 は 4 . 2％ (同 ±0 . 0 ポ イ ン ト )と な っ て お り 、 平 成

1 6 年 分 以 降 5 年 連 続 で 、基 礎 控 除 額 の 引 上 げ 等 が あ っ た 平 成

6 年 分 以 降 に お け る 最 低 の 水 準 と な っ て い ま す 。  

○  相 続 税 の 課 税 価 格 は 1 0 兆 7 , 2 4 8 億 円 (対 前 年 比 1 0 1 . 0％ )

で 、 こ れ を 被 相 続 人 1 人 当 た り で 見 る と 2 億 2 , 3 3 9 万 円 (同

9 8 . 5％ )で す 。  

 ま た 、税 額 は 1 兆 2 , 5 0 4 億 円 (同 9 9 . 0％ )で 、こ れ を 被 相 続

人 1 人 当 た り で 見 る と 2 , 6 0 4 万 円 (同 9 6 . 5％ )と な っ て い ま す 。 

○  相 続 財 産 の 金 額 の 構 成 比 は 、土 地 が 4 9 . 6％ (対 前 年 比 1 . 8

ポ イ ン ト の 増 加 )、現 金・預 貯 金 等 2 1 . 5％ (同 1 . 0 ポ イ ン ト の

増 加 )、 有 価 証 券 1 3 . 3％ (同 1 . 5 ポ イ ン ト の 減 少 )の 順 と な っ

て い ま す  


